
 

平成２１年度事業計画 

 

Ⅰ．愛鳥思想の普及啓発に関する事業 

 

１．第６３回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」  

２．第４４回全国野生生物保護実績発表大会  

３．平成２２年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール等 

４．野鳥保護に関するキャンペーン等 

５．中国トキ保護・増殖支援活動 

６．探鳥会・自然観察会等 

７．愛鳥懇話会 

８．図書・愛鳥教育教材等  

９．広報活動 

10．バードピア計画 

 

 

Ⅱ．鳥類保護の調査研究等に関する事業 

 

１．受託事業 

２．請負事業 

３．自主調査・研究等活動 

４．野鳥保護・共生推進活動 

 

Ⅲ．組織活動に関する事業 

 

１．会員の維持拡大 

２．支部との連携強化 

３．専門委員活動の拡充 

４．関係団体との連携・協力の強化 

５．表彰制度の拡充 

６．本部活動の推進 
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Ⅰ．愛鳥思想の普及啓発に関する事業 

 

 

  １．第６３回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」 

 

     第６３回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」を連盟総裁 常陸宮殿下、同妃殿 

下のご臨席を仰ぎ、平成２１年５月１０日（日）に釧路市において、環境省、北

海道、釧路市との共催、文部科学省・林野庁の後援により開催する。 

「釧路市観光国際交流センター」において記念式典を行い、常陸宮殿下のお言

葉を戴くとともに、連盟総裁賞、環境大臣賞など野生生物保護功労者表彰が行わ

れる。 

また、式典終了後に総裁常陸宮殿下、同妃殿下のご臨席のもとに愛鳥パーティ

ーを開催する。 

 

   ２．第４４回全国野生生物保護実績発表大会 

 

環境省との共催、文部科学省・林野庁の後援により、第４４回全国野生生物保

護実績発表大会を開催する。 

野生生物保護に関する活動の実績を有する全国の小・中・高校及び団体の中か

ら都道府県知事が推薦した学校等を対象に書類審査及び大会当日の実績発表審査

を実施し、優秀な成績を納めた学校等の表彰が行われる。 

    なお、この大会の趣旨を広めるとともに、野生生物保護活動を活性化させるた

め、表彰された活動の実績を冊子やホームページを通じて愛鳥モデル校を始め、

広く学校などへの普及に努める。 

 

   ３．平成２２年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール等 

 

愛鳥週間（バードウィーク）の意義の普及啓発を行うと同時に、愛鳥思想の普 

及を図るため、連盟主催により環境省・文部科学省・林野庁の後援を得て、平成

２２年度愛鳥週間用ポスター原画コンクールを小・中・高校生を対象に実施する。 

全国からの応募作品について、各都道府県における予備審査で選考された作品

に絞って本審査を行い、連盟総裁賞を始めとする優秀作品を選んで表彰を行う。 

    また、愛鳥週間の普及および愛鳥週間用ポスター原画コンクールのＰＲを促進

するため、新宿御苑インフォメーションセンターのアートギャラリーにおいて、

平成２１年度愛鳥週間用ポスター原画コンクールの入賞作品の他、過年度の連盟

総裁賞受賞作品などの展示を５月８日～５月１７日の間実施する 
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４．野鳥保護に関するキャンペーン等 

 

（１）「愛鳥週間全国一斉テグス拾い」キャンペーン 

 

     海岸、河川及び湖沼などに捨てられたテグスや釣り針による野鳥への被害を

防止するため、昭和５６年から実施している「愛鳥週間全国一斉テグス拾い」

キャンペーンを実施する。 

    平成２１年度は、全国の地域の条件に合った活動を行い易くして、この運動

を広げるため、平成２０年度と同様、開始日を愛鳥週間が始まる５月１０日、

終了日は６月３０日までとして、支部、専門委員、会員を始め都道府県、関係

団体などに広く参加を呼びかける他、新たに１０月１日から３１日の間を全国

一斉テグス拾い活動の期間として、キャンペーンの強化を行う。 

 

（２）「ヒナを拾わないで」キャンペーン 

 

野鳥のヒナを安易に拾わないことを広く周知させるため、平成１１年度から

実施している「ヒナを拾わないでキャンぺーン」を（財）日本野鳥の会および

特定非営利活動法人野生動物救護獣医師会の３団体の共催により実施する。 

全国の都道府県及び企業の協賛、協力を得て普及啓発ポスターを作成し、約 

１０万部を配布する。 

    なお、この活動をさらに広げるため、平成２０年度の公益信託サントリー世

界愛鳥基金の助成により作成した普及啓発パンフレットを活用して、首都圏、

近畿圏を中心とするこのキャンペーンの強化を行う。 

 

  （３）憲政記念館北庭園における巣箱架設行事 

 

昭和５８年から実施している国会議事堂前の憲政記念館北庭園における巣箱

架設行事を衆参両院の超党派の議員で構成する鳥類保護議員懇話会（代表：鈴

木恒夫衆議院議員）との共催により、近隣の小学校の生徒の参加を得て、３月

中旬に実施する。 

 

５．中国トキ保護・増殖支援活動 

 

（１）「中国トキ保護観察団」 

 

   中国のトキ保護増殖支援のために平成８年から実施している「中国トキ保護

観察団」を平成２１年度においても継続して実施することとし、１０月中旬を

目途に
せんせいしょう

陝 西 省
ようけん

洋県に派遣する。 
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（２）「中国トキ保護支援基金」 

 

中国のトキ保護増殖を支援するために平成７年から実施している「中国トキ

保護支援基金」の継続、拡大を図り、中国の野生及び飼育下のトキの保護、増

殖に関する機材、設備等の支援を行う。 

 

６．探鳥会・自然観察会等 

 

  （１）「てほどきバードウオッチング」等 

 

愛鳥思想の普及啓発を推進するため、平成１９年度から開始した中高年の初

心者向け探鳥会（「てほどきバードウオッチング」）などの探鳥会・観察会を

専門委員及び愛鳥家の協力を得ながら首都圏域において実施する。 

 

（２）「子ども愛鳥スクール」 

子どもの愛鳥教育、環境教育の推進を図るため、支部、専門委員等とも連携

しながら首都圏の愛鳥モデル校の児童・生徒などを主な目標として夏休みなど

の期間を活用した自然観察会や自然体験プログラムを実施する。 

 

（３）「親子野鳥観察プログラム」 

 

     主に小学校の子どもと両親、祖父母を対象として、身近な野鳥や自然とふれ

あう楽しさとこれらを大切にすることへの関心を高めるため、平成２１年度に

おいて新宿御苑など、都内の公園、緑地における巣箱を主軸とした、秋から春

までの野鳥観察プログラムを新たに実施する。 

 

（４）愛鳥エコツアー 

 

     中高年層を主たる対象として、野鳥保護への関心を高めるため、支部、専門

委員と連携するとともに、愛鳥家にも呼びかけて、野鳥を中心に地域の自然、

文化等を体験するエコツアーを実施する。 

     平成２１年度は、富山県立山地域のライチョウの探鳥を中心に実施する。 

 

７．愛鳥懇話会 

 

毎年末恒例の愛鳥懇話会を東京都内において、総裁常陸宮殿下、同妃殿下の

ご臨席のもとに、全国の愛鳥家の参加を得て開催する。 
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８．図書・教材等 

 

（１）図書 

 

平成２０年度から開始した、「鳥６３０図鑑」（昭和６０年発刊、平成１４

年に改訂、増補）の改訂及び「まもろう鳥みどり自然」（平成９年発刊、平成

１２年増刷）に替わる普及啓発図書作成のための作業を進める。 

なお、「鳥６３０図鑑」については、学識者、専門家の協力を得て平成２２

年度前期の発刊を目途として、また、普及啓発図書についても学識者、専門家

を交えた編集会議を設け、平成２２年度中の発刊を目途としてそれぞれの作成、

編集作業を進める。 

 

（２）愛鳥教育教材等 

 

野鳥シート、美しい自然シリーズパンフレット、バード・ピンズ及びカレン

ダー等の愛鳥教育教材の普及、販売促進に努めるとともに、愛鳥教育関係者及

び専門家との意見交換を行い、その協力を得ながら、新しい愛鳥教育教材、商

品の開発及び既存教材の改善を図る。 

    平成２１年度においては教材シートについて、全国愛鳥教育研究会等と共同

で新たに昆虫・カエル版を作製するとともに、既存の野鳥シートの音声版を作

製するほか、カレンダーについては、特に一般への販路拡充に努める。 

 

９．広報活動 

 

（１）機関誌「私たちの自然」 

 

      連盟活動広報の中心である機関誌「私たちの自然」の一層の充実を図り、年

１０回の発行を行う。  

 なお、昨年度に実施した機関誌アンケート結果を参考にするとともに、昨年 

度において、学識者、専門家を交えて設置した機関誌編集委員会の指導により、 

内容の一層の充実を図り、連盟をとりまく社会的な情勢の変化への適切な対応 

を目指すこととする。 

        

（２）ホームページ 

 

「全国野鳥保護のつどい」を始め、連盟の各種イベント、自然観察会、会員

募集及び図書・商品案内など、ホームページによる情報発信、活動広報の拡充

を図り、愛鳥思想、自然保護思想の普及啓発に努める。 
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１０．「バードピア計画」 

    

     人と野鳥を始めとする身近な生き物との共生を進める上で、企業が保有する 

土地などを始め、個々の住宅の庭までを含めた様々な空間について、言わば野

鳥たちの楽園（バードピア）としていくことが望ましいことから、専門家の協

力を得ながら「バードピア計画」を作成し、「人と野鳥たちの共生の場」づく

りの普及と実践を推進する。 

   

 

Ⅱ．鳥類保護の調査研究等に関する事業 

 

１．受託事業 

 

受託事業については、平成２０年度までに実施してきた愛鳥思想の普及啓発 

に関する事業、中国トキの保護増殖の支援等に関する国際協力事業、猛禽類の 

保護対策に関する事業及び渡り鳥及び水鳥等の保護に関する事業等を支部、専 

門委員と連携しながら実施する他、新たな受託事業の受注に努める。 

 

２．請負事業 

 

請負事業については、国土交通省及び林野庁等国の機関等からの環境保全関連 

事業の受注継続並びに新規受注に努める他、支部、専門委員と連携して地方公共

団体等の野生鳥類の保護に関する調査などについても受注開拓に努める。 

また、環境重視型企業等の社会貢献活動にかかわる協働事業などの請負事業の 

受注開拓に努める。 

 

３．自主調査・研究活動 

 

      平成１８年度から平成２０年度まで実施した（財）イオン環境財団の助成事 

業による東京都周辺のワカケホンセイインコの行動、生態及び分布の実態調査 

結果を踏まえて、自主調査・研究を推進するとともに、外来鳥類の生息状況及 

び生態等に関する基礎的な情報収集、調査を実施する。 

 

  ４．野鳥保護・共生推進活動 

 

      絶滅の恐れのある鳥類の保護或いは鳥類との共生の実現のために連盟が独 
自に或いは共同で行う調査研究、普及啓発など実践活動を進める他、この目的 
遂行の上で顕著な効果が期待できるNPO法人等の活動について支援すること 
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も可能にするため、新たに基金を創設する。 
なお、この基金の対象としては、次のような活動、事業とする。 

 
① 絶滅の恐れのある鳥類の保護・増殖を推進するため、連盟が自ら或いは 

共同して実施する活動 
② 国が実施するトキ野生復帰を推進するため連盟が自ら或いは共同して実施 

する活動及びこれらの活動に対する NPO 法人等の市民活動支援事業 
  

 

Ⅲ．組織活動に関する事業 

 

１．会員拡大 

 

個人・法人会員ともに減少傾向にあるため、平成２一年度においても引き続 

き「全国野鳥保護のつどい」等の各種イベントや自然観察会などの機会を活用 

し、学校を含めた一般への積極的な入会促進を行う。 

また、特に環境重視型の企業等に対する入会促進などに積極的に取り組むと 

ともに、支部・専門委員と連携した会員拡大につなげる対策等の検討及び活動 

を実施する。  

 

２．支部との連携強化 

 

本部と支部及び支部相互の間の連携を一層強化することにより、連盟全体の 

活動の充実、強化を図る。 

平成２１年度においては、特に、公益法人制度改革への適切な対応を進める

ため、県等の公的機関内に事務局を置く支部を含めて、支部との意見交換、各

種調整、協議を進める。 

 

３．専門委員活動 

 

平成１９年度から開始した専門委員の協力による全国的な鳥類のモニタリン 

グ調査を継続する。  

    また、支部と専門委員との連携を進めるとともに、専門委員活動の充実に資す 

るため、情報提供・意見の交換を積極的に行うこととし、メールによる通信の活

用を進める。 
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４．関係団体との連携・協力 

 

（１）各種行事への参加等 

 

環境省の提唱で行われる「新宿御苑みどりの月間の集い」に参加し、連盟

活動の紹介及び愛鳥グッズなどの販売等を行う。 

   また、鳥類保護関係団体等の共催により１１月７日（土）～８（日）の２

日間に亘って我孫子市で開催されるジャパンバードフェスティバル200９に

参加し、連盟活動等のパネル展示などのＰＲ活動を行うとともに、ＮＧＯに

よるバードカービングコンテストに会長賞を授与するなど、イベントの実施

に協力する。 

さらに、愛鳥活動ＮＰＯ法人と連携して、野鳥保護に関する普及啓発を行

うため、６月２日（火）から６月７日（日）までの間、新宿御苑インフォメ

ーションセンターのアートギャラリーにおいて北海道の野鳥に関するバード

カービング展示を実施する。 

 

   （２）関係団体等との連携 

 

自然環境保全に関する連盟活動の拡充を図るため、環境省認可団体等との

連携強化に努めるとともに、愛鳥思想の普及啓発に関する活動に関して、愛

鳥百人委員会及び鳥類保護議員懇話会との連携を進める。 

     また、愛鳥教育活動の分野での連盟活動の拡充を図るため、全国愛鳥教育

研究会等との連携強化を図るとともに、鳥類保護関連活動を行うＮＰＯ法人

が実施する愛鳥思想の普及啓発に関わる活動に対して、後援などによる連携

強化を進める。 

    

５．表彰制度の拡充 

寄附行為に掲げる各種事業活動及び運営に関する個人、法人、団体の顕著

な貢献を顕彰するため、表彰制度を設ける。 

 

６．本部活動の推進 
 

    公益法人制度改革に関する適切な対応及び連盟運営に関する重要事項を検

討するため、平成２０年度に設置した体制を継続して運営し、さらに検討を

進める。 
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